
 

 

 

 
 

難病患者に対する支援を充実します！ 

－「市の施設等の料金」と「100 円循環バスくる梨の運賃」の軽減について－ 

 

 本市では、「鳥取市障がい者計画」（計画期間：平成 27 年度～平成 35 年度）及び「第 4 期鳥取

市障がい福祉計画」（計画期間：平成 27 年度～平成 29 年度）を策定し、障がい者を取り巻く国

や社会情勢等の変化を踏まえて、障がい者のニーズを的確にとらえた施策を推進しています。 

 現在、これらの計画に沿って、難病患者が安心して地域での自立した生活が送れるよう、県東

部福祉保健事務所や医療機関と連携を図りながら相談対応などを行っているところです。 

この度、難病患者への支援策として、「市の施設等の料金」と「100 円循環バスくる梨運賃」の

軽減措置を以下のとおりとします。 

記 

 

１ 市の施設等の料金の軽減 

（１）内容 

 「難病患者」に対して、市の施設の施設使用料等を軽減するものです。 

 特定医療費（指定難病）医療受給者証又は障害福祉サービス受給者証の所持者及び介添人 

は無料。ただし、湯谷荘、鳥取砂丘福部ふれあい温泉は一部減免。 

 

（２）対象施設 130 施設 

《主な施設》 

障害者福祉センター（さわやか会館）、総合福祉センター（さざんか会館）、気高地区

保健センター、プール、テニス場、武道館、海洋センター、各地区体育館、鳥取砂丘

砂の美術館、鳥取世界おもちゃ館（わらべ館）、歴史博物館、お城山展望台、流しびな

の館、仁風閣、因幡万葉歴史館、自家用有償バス など 

 

（３）実施予定日 

  平成 29 年６月 27 日（火）（6 月議会にて条例案が議決された後、速やかに実施します） 

 

２ 100 円循環バスくる梨運賃の軽減 

（１）内容 

  「難病患者」に対して、100 円循環バスくる梨の運賃を軽減するものです。 

自家用有償バス（気高循環バス、絹見バス）の運賃の軽減に合わせて実施します。 

特定医療費（指定難病）医療受給者証又は障害福祉サービス受給者証の所持者は50円の運 

賃に軽減。 

 

（２）実施予定日 

平成29年６月27日（火）（市の施設等の料金の軽減時期に合わせて実施します） 

 

定例記者会見資料 

平成２９年６月２日 

担当課 

（担当者） 

障がい福祉課（小野澤裕子） 

交通政策課（太田潤一） 

電 話 

（内線） 

20-3477（4260） 

20-３247（2750） 



 

３ 障害者手帳所持者、難病患者数 

区分 H29.4.1 現在 

難病患者（特定医療費（指定難病）医療受給者証所持者） 1,367

身体障害者手帳所持者 7,377 

療育手帳所持者 1,883 

精神障害者保健福祉手帳所持者 1,793 

合計 12.420

 

４ 本市の基本的な考え方 

 現在、老年人口の増加に伴い、障がいのある人や難病患者等の高齢化が進むため、住み慣

れた地域で自立して生活していくための支援が必要です。 

 また、自立した生活を送るためには、一人ひとりの心身の状態や生活実態を踏まえた適切

な生活支援を行っていく必要があります。 

 本市では、「鳥取市創生総合戦略」柱の一つとして、にぎわいにあふれ安心して暮らせる‘ま

ちづくり’を掲げ、健康で住み良い暮らしの実現を目指し、様々な取り組みを行っています。 

 今後も、障がいのある人や難病患者等が、個々の能力や個性に応じ、生きがいを持って自

立した生活を送ることができるよう、支援体制の強化や福祉サービスの充実を図ります。 


